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『新Ｋａｎたす ガイダンス』の発行について 

 

 企業に対してますます環境への配慮が求められる中、当社では建設副産物のさらなる削減と

適正処理の徹底および業務の精度効率化を目指して、建設副産物管理システムを全面的に改訂

し今年度より「新Ｋａｎたす」(※)の運用を始めました。 

委託業者の皆さんには、昨年度下期より利用申込書の提出や各支店での勉強会への参加等と

多大なご協力をいただき、本システムも計画どおりの展開・運用をすることができました。厚

く御礼申し上げます。 

 さて、この度、勉強会で使用した資料等を加筆・修正し標記『ガイダンス』としてまとめま

したので、日常の管理業務にお役立てください。又、新規に当システムを利用される委託業者

の方は、『ガイダンス』を活用し当システムを支障なく運用されるようお願い申し上げます。 

 なお、『ガイダンス』表記上の注意事項、構成、当システムの特徴等については次頁以降の

とおりです。 

 

※「Ｋａｎたす」：「環(Kan)境保全活動を助(たす)ける」という意味を込めたシステム名。 

 

平成２５年１１月 

清水建設株式会社 

安全環境本部環境部 
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＊『ガイダンス』は業務の流れに沿った順番で構成しています。 

＊各章の中も、業務の区切りで分けています(数字順で表記) 

 

  



１．『ガイダンス』の表記方法と関連資料 

 (1)表記方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)関連資料について 

当『ガイダンス』に関連する以下の資料はシステムトップページの<マニュアル>を

クリックすることにより閲覧できます。 

システムのトップページの画面(上部分) 

     

 

 

 

 

 

 

・『ガイダンス』左のパワーポイント画面 

・『携帯電話用ガイダンス』、携帯電話用ＱＲコード 

・『包括契約業者用追補ガイダンス』 

・システム利用申込書、業者グループ申請書 

・副産物種類一覧表(当システムで使用する副産物の種類、ｔ／ｍ３換算値等) 

・当システムの画面体系図・・・他 

左部分は関連するシステムの参考画面 

 

 

★拡大表示した画面は、別途、掲

載しています(「(2)関係資料に

ついて」参照)。 

右部分に操作方法・注意等を解説 

※緑色の太線で囲った部分は最新改訂箇所です。 

※画面の○印番号は解説文の○印番号を示します。 

※画面内箇条書は解説文に展開されています。 

※右下番号は章と画面の通し番号です。 

※青字は注意していただきたい部分、赤字はその中

でも大事な部分を示します。 

 

 



２．当システムの特徴 

(1)当社と委託業者による情報の共有 

下記の項目は、当社と委託業者がシステム内で双方が参照できる内容で、委託業

者に最新の情報を入力していただきます。 

①委託業者の会社情報、許可情報、車両情報、ドライバー情報、施設情報 

②委託契約に係わる情報(実際の契約は紙の契約書によります) 

③電子(紙)マニフェストの情報 

さらに、包括契約業者(旧一元化管理業者)とは、請求・支払管理の情報も共有します。 

(2)電子マニフェストの利用 

当システムは当社独自に開発されたもので、当社の全ての作業所に適用されます。

さらに、当社は原則として電子マニフェストで建設廃棄物の行程管理を行います。

よって、委託業者の皆さんもＪＷＮＥＴ(※)に加入してもらう必要があります。 

なお、当システムはＪＷＮＥＴと直接データ連携をしますので、当システムに限

ってはＪＷＮＥＴ以外のＡＳＰ(※)に加入する必要はありません。 

※ＪＷＮＥＴ：公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの運営する、国で唯一認定を

受けた電子マニフェストシステムの総称。 

※ＡＳＰ：インターネット上で、データ通信のサービスを行う媒体(会社等)。 

 

３．当システムの運用時間 

運用時間 
毎日３：００～翌日２：００までの２３時間 

※毎週月曜日は４：００～ 

ＪＷＮＥＴとの連携時間 
毎日４：００～２４：００の２０時間 

（データ連携はその間５分毎に行われる。） 

タイムアウト ６０分未操作状態の時 

 

４．推奨するパソコン環境 

・ＯＳは、マイクロソフト社「ウインドウズビスタ」又は「セブン」です。 

・ＩＥ(インターネット・エクスプローラー)はバージョン７、８、９です。 

※上記以外の場合、一部メニューの使用に支障を来たす場合があります。 

 

５．問合せ窓口 

  当システムに関する問合せは、委託契約を締結している支店の安全環境部にお願いします。 
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第１章　業者情報管理（新規登録）
１．業者情報について
産廃処理委託契約を結ぶ際には、システ
ムに登録された貴社の情報を用いて、契約
書の作成を行います。また、電子マニフェ
ストの作成も登録情報をもとに行います。
これらの情報は、皆さんご自身で管理し
ていただくことになります。
本章では初めてシステムに登録する方法
について説明します。

1-2

２．業者登録の流れ
初めて当システムを利用するときの、手
続きの流れです。

「利用申込書」を提出いただいた後、産廃
委託業者として契約締結等に必要な情報を
システムに登録していただきます。

登録していただいた内容を清水建設で確
認した後に、委託契約の締結が可能となり
ます。

1-3

３．利用規約と利用申込書
　「利用規約」を確認の上、「利用申込書」
を取引先の支店の安全環境部へ提出してく
ださい。
　ＪＷＮＥＴに加入している場合は、ＪＷＮ
ＥＴ加入者証のコピーを添付してください。
複数の処分施設でそれぞれＪＷＮＥＴ加入
者番号がある場合は、対応した施設名を明
記してください。
　申込を受けてから登録手続きに最大１ケ
月位かかります。（電子マニフェストを利用
しない場合は１週間以内）。
　登録が完了するまでは、当社との委託契
約は締結できませんので、余裕をもった申
込申請をお願いします。

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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４．招待メールの発信
　当社で利用申込書を受け付けたら、支店
安全環境部より、招待メールをお送りしま
す。メールには、
　・業者区分：
　　収集運搬のみ、処分のみ、
　　収集運搬と処分の両方
　　※業者区分に疑義がある場合は、アク
　　　セスしないで、支店安全環境部に問
　　　合せてください。
　・業者コード：業者毎に 6桁の番号
　・ﾕｰｻﾞｰＩＤ：ユーザー毎に 8桁の番号
　・仮パスワード：最初の１回だけ有効な
　　パスワード
　・弊社システムにアクセスするためのア
　　ドレス
が記載されています。

1-5

５．システムへのログイン
　システムにアクセスすると、新しくログ
イン用のウィンドウが開きます。
　招待メールに記載された情報を確認して、
各項目を間違いないように入力していただ
き、ログインボタンを押して、システムに
入ります。ログインは５回間違えるとロッ
クがかかります。
　この後の登録作業で必要になりますので、
次の書面をスキャンした PDF データを、あ
らかじめご用意ください。
　・産廃許可の許可証
　・許可証の添付書類
　・申請受理を示す書面（許可期限切れだ
　　が申請中の場合に限る）
※それぞれが、1 つずつのファイルになるよ
　うにしてください。

1-6

６．ユーザーの初期登録
　「修正」ボタンを押すと、ユーザー情報が
入力できるようになります。①→②
・氏名と氏名カナ。
・権限区分は、画面の表を参考にして選択し
　てください。
※最初に登録する人は、必ず「収運・処分」「収
　集運搬」「処分」から選んで管理者として
　登録してください。「ドライバー」は管理
　者になることができません。
・メールアドレスの変更があれば、修正し
　てください。「ドライバー」にはメールは
　送信されません。
・パスワードを入力してください ( 仮パス　
　ワードは使用しない )。
※パスワードは英数混合８文字以上２０文
　字以下で設定してください。
・「登録」ボタンをクリックしてください。

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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７．ユーザーの追加
管理者はユーザーの追加登録・修正がで
きます。
ユーザーの追加は「先頭行に追加」ボタ
ンを押します。③
新たにユーザー情報を入力する欄が追加
されますので、管理者と同様に必要項目を
入力して、「登録」ボタンを押します。④
最初の１人と違い、メールアドレスと管
理者欄は必ず入力する必要はありません。
ただし、管理者は各社複数人登録すること
をお勧めします。
※管理者は、メールアドレスの入力をお願
　いします。登録されたメールアドレスに
　対して、各種通知メールが送られます。

８．自社情報を入力する
左側メニューの < 業者情報入力・参照 >
をクリックします。①
「業者情報参照・更新」ページが表示され
ます。この画面で必要項目 ( 背景橙色 ) を入
力し、「申請」を行います。背景白色は任意
入力欄です。必要に応じて入力してくださ
い。②
住所は、郵便番号を入力して「〒⇒住所」
ボタンをクリックすと、自動的に表示され
ます。正しく表示されない時は手入力して
ください。住所は町域（○丁目）までの入
力が必須です。番地以降の情報は白色の欄
に入力してください。
一定時間（約 60 分）作業をしないと接続
が止まります。適時、「保存」ボタンを押して、
入力内容を保存してください。

７-2．ドライバーの追加
当システムでは、携帯電話を使って電子
マニフェストの作成ができます。
携帯電話にログインするには「ドライ
バー」として登録する必要があります。
管理者等でかつドライバーである場合は、
まず管理者等としてユーザー登録し、その
後ドライバー登録してください。
携帯電話を使用しないドライバーの情報
は、ユーザーとしては登録しません。別途、
「11. ドライバー情報を管理する項目」があ
りますので、そちらで扱います。
ユーザーの登録が出来たら、自社の業者
情報の入力に移ります。
左側メニューの「業者情報入力・参照」
を選んでください。
注：タブレット・ⅰPadは、PC扱いなので、
携帯電話の承認機能はありません。1-8

1-9

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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９．収集運搬許可情報
　収集運搬を行う業者は、「収集運搬業者情
報」を入力します。①
　収集運搬を行わない業者は、この項目は
入力不要なので、処分情報の登録の手順へ
移ってください。
「JWNET 加入番号」と「JWNET EDI パスワー
ド」は、空欄のままにしてください。清水
建設にて入力します。

収集運搬許可情報の「追加」ボタンをクリッ
クしてください。②

1-11

１０．収集運搬許可情報入力
①許可番号、許可を受けた日付、許可の期
限を入力してください。
　期限切れで更新の手続きを行っている場
合のみ、更新手続きの申請が受理された
日を「申請日」に入力します。
　優良認定の情報も登録出来ます。
②許可証は一連のまとまりを１ファイルと
して保存してください。
　添付資料は車両台帳一覧などです。
　アップロード可能なデータは、1 つの項目
に1ファイルです。容量も工夫して下さい。
　※「参照」ボタンをクリックすると、自分
　のパソコンに保存されているファイル
　を選ぶことができます。
③該当の許可番号で積替保管場がある
　場合は、「積替保管」の項目にチェックを
入れてください。

１０-2．積替保管施設情報の入力
　収集運搬の JWNET 加入番号を持っている
場合は、必ず JWNET 事業場番号を入力して
ください。
　ここに入力するのは、JWNET 加入番号で
はありません。JWNET加入番号に紐付いた、
積替保管場の事業場番号で3桁の数字です。
　不明な場合は、JWNET のサイトにアクセ
スして自社の情報の確認をお願いします。

1-12

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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1２. 収集運搬車両情報入力
　登録された許可情報は「青文字」で表示
されています。①
　収集運搬許可情報は、許可番号ごとに個
別に入力していきます。複数の許可番号を
お持ちの場合は、同じ手順で必要なだけ許
可情報の追加を行います。
※収集運搬業者の場合、１件以上の許可情
　報が登録されている必要があります。

　次に、収集運搬車両情報を登録します。
※収集運搬業者の場合、１件以上の車両情
　報が登録されている必要があります。
　収集運搬車両情報の「追加」ボタンをク
リックします。②

1-14

車両番号、車種、積載量、あれば備考を
入力します。①
この車両が登録されている許可番号に
チェックをします。②
※ここで登録された情報が、マニフェスト
　作成時の車両情報として利用されます。
※許可を持たない車両はマニフェスト作成
　時に表示されません。
　「登録」ボタンをクリックして、入力内容
を登録します。③
同じ手順で、必要なだけ車両情報を追加
します。

1-15

１１．許可品目、取扱い可能品目の入力
画面を下にスクロールすると、許可品目、
取扱い可能品目の入力欄になります。
該当の許可品目にチェックを付けてくだ
さい。④
建設系混合廃棄物など、許可証には記載
されていなくても、取扱い可能なものにつ
いてチェックをお願いします。
チェックした品目は、委託契約情報入力
時の選択品目として表示されます。
必要な項目の入力が完了したら、ページ
右上の「登録」ボタンをクリックして、許
可情報を登録してください。⑤
「戻る」ボタンをクリックしてください。

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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1２. ドライバー情報入力
　収集運搬ドライバー情報の「編集」ボタ
ンをクリックします。②

1-16

ドライバー情報入力画面に移ります。
ここで登録するのは、システムにログイ
ンしない ( 携帯サイトにもログインしない )
ドライバーです。
携帯電話でマニフェストの作成を行うド
ライバーは、ここではなく < ユーザー情報
設定 > で登録してください。ユーザー情報
で登録された「ドライバー」は、自動的に
このドライバー情報に反映されます。
手順としては、「先頭行に追加」ボタンを
クリックします。①
名前を入力します。②「登録」ボタンをク
リックして、入力内容を登録します。③
必要なドライバーを追加したら、「戻る」
ボタンで「業者情報照会・更新」画面に戻
ります。追加したドライバーが表示されて
います。④

1-17

1３. 処分業者情報
　処分を行う業者は、次に処分業者情報を
入力します。①
　処分業者情報の「追加」ボタンをクリッ
クしてくたださい。
　処分を行わない業者は、この項目は入力
不要なので、業者情報の申請の手順へ移っ
てください。

1-18

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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1３-2. 処分業者情報の入力
　許可番号ごとに情報を入力します。
再生事業者などの産廃処分の許可番号を持
たない場合は、識別名称に「再生事業 1号」
などの情報を入力してください。①
許可年月日、許可期限を入力します。②
また、期限切れで更新の手続きを行ってい
る場合のみ、更新手続きの申請が受理され
た日を申請日に入力してください。
優良認定や再生利用認定、熱回収認定につ
いても該当があれば入力してください。
許可証等の電子データを、アップロードし
ます。③アップロード可能なデータは、1 つ
の項目に 1 ファイルです。以下、扱いは収
集運搬と同じです ( 前述「10」参照 )。
次に画面を下に移動します。

1-20

　画面を下にスクロールすると、許可品目
と、取扱い可能品目の入力欄があります。
該当の許可品目にチェックを付けてくださ
い。④以下、扱いは収集運搬と同じです(前
述「11」参照)。

　必要な項目の入力が完了したら、ページ
右上の「登録」ボタンをクリックして、許
可情報を登録してください。⑤
「戻る」ボタンをクリックしてください。

1-21

　登録された処分許可情報は「青文字」で
表示されています。①
　処分許可情報は、許可番号ごとに個別に
入力していきます。複数の許可番号をお持
ちの場合は、同じ手順で必要なだけ許可情
報の追加を行います。
※処分業者の場合、１件以上の許可情報が
　登録されている必要があります。

　次に、処分場情報を登録します。
※処分業者の場合、１件以上の処分場情報
　が登録されている必要があります。
処分場情報の「追加」ボタンをクリックし
ます。②

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）



8

1-22

1４. 処分場情報の入力
情報は処分場ごとに入力してください。
本情報内容は委託契約書、マニフェスト
に反映されます。当システムでは、１契約
に１処分場を指定します。複数の処分場が
ある場合、それぞれの処分場の情報を入力
してください。
同一敷地内にあれば、処理施設が複数あっ
ても、一つの処分場として情報を入力して
ください。ただし、次の場合には、別の処
分場として分けて登録してください。
・施設区分が異なる。
・許可番号が異なる、もしくは複数ある。
・JWNET 加入者番号、もしくは JWNET 事
　　業場番号が異なる。
処分場名称は、他の処分場と区別しやす
いものをつけるようにしてください。

1-23

　左画面は［「港町中間処理施設」の入力例
です。以下の項目を入力してください。
①施設区分、公民区分、住所、処理方法。
※住所は、色の付いた入力欄には町域まで
　入力。番地以降は白色欄に入力します。
②当該施設に該当する JWNET 加入者番号を
　入力してください。
③許可番号を１つ割り当てます。許可番号
　が複数ある場合は、別の処分場として登
　録します。
　中間処理施設の場合はリサイクル率情報
を入力して下さい④。( 再資源化施設、最終
処分場では非表示です。)

1-24

1５. 委託契約書の裏面情報の入力
　中間処理施設、再資源化施設の場合、処
分場情報の画面を下に移動すると、再委託
先情報入力欄があります。ここには契約書
の裏面に記載される再委託先の情報を入力
してください。①
　ここで入力された内容は、委託契約書作
成時に自動的に反映されます。
※登録作業中の契約情報には、更新中の当
　情報は反映されません。
　必要項目をすべて入力したら、画面を上
に移動した右上にある「登録」ボタンをク
リックして処分場情報を登録してください。
②

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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1-25

１６．自社情報を清水建設に申請する
必要な情報の入力が完了すると、「業者情
報画面」の右上に、「申請」ボタンが自動的
に表示されます。内容を確認し、「申請」ボ
タンをクリックしてください。①

1-26

　清水建設に貴社の業者情報が入力された
旨のメールが送信されます。清水建設の担
当者が確認すると、業者登録承認通知の
メールが貴社に送られます。
　これ以後、契約の締結手続が可能になり
ます。

1-27

１７．清水建設ＨＰからのログイン
　清水建設のホームページから下段の「取
引業者向けサイト ( 業者支払等 )」をクリッ
クし、「建設副産物管理システム」をクリッ
クすると「システムログインページへ」が
表示されます。

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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1-28

　「システムログインページへ」をクリック
するとログインページに移ります。業者コー
ド、ユーザーＩＤ、パスワードを入力して
ログインしてください。
　ログインは５回間違えるとロックがかか
ります。
※「システムログインページへ」画面右下部
　の「お問い合わせ先」ボタンをクリック
　すると各支店の安全環境部連絡先の一覧
　が表示されます。

※携帯電話には簡易ログイン機能がありま
　す。詳細は別途『携帯電話ガイダンス』　
　を参照ください

1-29

１８．ログイン後、メニュートップ画面
　業者基本情報の登録後にログインすると、
左記のメニュートップ画面が表示されます。
　当システムの各種の情報発信は「お知ら
せ画面」で行います。
　左に各メニューへのボタンがあります。
各操作の途中で、「シミズ電子マニフェスト」
をクリックすると、本トップ画面に戻りま
す。
　マニュアルのボタンは「シミズ電子マニ
フェスト」の下部にあります。

1-30

19. 自社情報の変更・更新と再申請
　各許可情報や処分場情報などに変更や更
新があった場合は、出来るだけ速やかに情
報を更新し再申請してください ( 最新データ
に上書きされます )。「許可期限」切れにつ
いては十分に注意してください。
　情報を変更・更新すると、「再申請」ボタ
ンが表示されます。必ず再申請先支店を指
定して、変更理由を入力して下さい①。　
そして、「再申請」ボタンをクリックしてく
ださい。②
　清水建設 ( 再申請先支店 ) での確認が完了
するまで、変更した登録情報は確定しませ
ん。（契約締結手続等に反映されない）
※「再申請」ボタンを表示したままの状態に
　すると、契約締結業務に支障をきたすこ
　とがあります。
※「再申請」ボタンが表示されない場合は何
　もしなくて結構です。

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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1-31

20. パスワードの更新・見直し
　清水建設の情報セキュリティの規定により
ログインパスワードは 180 日に１回見直し・
更新してください。
パソコン画面、携帯画面ともに 14 日前に案
内があります。

　パスワードの変更は「6. ユーザーの初期登
録」記載の方法によります。
※パスワードは同じものを入力しても、「登
　録」ボタンをクリックすると登録されます
　( 更新したこととなる。)。セキュリティと
　利便性を勘案し判断してください。
※ドライバーの携帯パスワードもパソコン画
　面で更新してください。

新Kanたす　１．業者情報管理（新規登録）
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第２章　業者情報管理（業者グループ）
1. 業者グループについて
　複数の業者が産業廃棄物の収集運搬・処
分に関連する業務上の連携をしている場合、
支店の安全環境部は複数の業者からなる業
者グループを設定することができます。
　業者グループの登録を希望される場合は、
支店安全環境部担当者へ連絡ください。

2-2

左図は業者グループ登録の流れを示した
ものです。

2-3

２．業者グループの設定

　業者グループの代表業者は同一グループ
に所属する別の業者のデータ登録、変更等
を代行できます。

新Kanたす　２．業者情報管理（業者グループ）
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３．制約事項とメリット・デメリット
(1)親業者のA社は、他のグループの子業者　
　になることはできません。
(2)子業者のＢ・Ｃは他の親業者Ｇの子業者
　になることはできません。
(3)業者グループのメリット
　子業者が当社のシステムについていけな
　い場合、親業者が子業者の分を管理する
　ことができる。
(4)業者グループのデメリット
　業者グループ管理は清水建設の全社レベ
　ルのため、清水建設の支店の都合で業者
　グループを変更することはできない（業
　者構成の削除は可能）。
　以上の事項を検討して、業者グループの
申請をしてください。

2-5

４．業者グループの申請
　代表業者と構成業者は、支店安全環境部
に対して業者グループ申請書を提出してく
ださい。
※代表業者は当システムに登録済であり、
　且つ電子マニフェスト利用可能であるこ
　とを前提。
※構成業者が当システム利用申込前の場合
　は、代表業者は構成業者に対して利用規
　約を承諾してもらい利用申込書も同時に
　提出する。

2-6

５．業者グループ申請書のダウンロード
　業者グループ申請書は<マニュアル>の画
面の「業者グループ申請書」をクリックし
てダウンロードしてください。PDF版と
Word版の2種類あります。

新Kanたす　２．業者情報管理（業者グループ）
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　代表業者は登録されたグループ業者の情
報の登録、参照・修正が可能です。業者名
を選択してください。

2-7

6. メールによる通知
　支店安全環境部で業者グループを登録す
ると、代表業者と構成業者に、その旨の通
知メールが発信されます。

2-8

新Kanたす　２．業者情報管理（業者グループ）
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代表業者は、構成業者の業者情報の登
録・修正が可能です。
適宜、双方は連絡を取り合ってくださ
い。

2-11

代表業者は、構成業者の施設状況の登
録・修正が可能です。
登録・修正の際には、双方は必ず連絡を
取り合ってください。

新Kanたす　２．業者情報管理（業者グループ）
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第３章　委託契約管理 ( 個別 )
1. 個別契約について
　清水建設では、産業廃棄物の委託契約は
作業所毎に契約を締結する「個別契約」と、
支店単位に基本契約を締結する「包括契約」
の２種類があります。
　当『ガイダンス』では個別契約について
説明します。

3-2

２．個別契約の業務フロー
　個別契約の標準的な業務フローを左図に
示します。実際の運用は各支店によって多
少異なります。
　ボックスの部分が当システムでの作業と
なります。
　契約書自体はシステムから印刷します。
契約書に双方が記名・押印した段階で契約
が成立します。
※画面が見づらい場合はパワーポイント画
　面を参照してください。

3-3

３．当システムの契約単位の考え方
　当システムでは、１社の収集運搬業者と
１社の処分業者の組み合わせを「運搬経
路」と呼びます。
　契約単位（契約書）は「運搬経路」を元
とします。契約は「運搬経路」ごとに運搬
と処分をそれぞれ締結します。
　よつて、１「運搬経路」には運搬と処分
の２つの契約書が必要です。ただし、運搬
と処分が同一業者の場合は１つの契約書と
なります。
※処分契約で、著しく収入印紙代が超過す
　る場合は、従来の処理ルートを元とした
　契約でも結構です。この場合は支店の安
　全環境部と事前に打合せ願います。
　なお、データについては「運搬経路」ご
　とに登録願います。

新Kanたす　３．委託契約管理（個別）
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委託契約情報の入力依頼メールが貴社に
届きます。

3-5

当システムへログインしてください。

3-6

４．委託契約一覧の表示
　トップページ通知欄の「委託契約情報入
力依頼通知」をクリックしてください。
　メニューの〔委託契約管理〕の〈委託契
約情報〉をクリックしても結構です。

新Kanたす　３．委託契約管理（個別）
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５．委託契約情報の入力
　委託契約情報の入力画面です。
　貴社が運搬業者の場合は、処分に関する
部分は非表示または半透明表示です。又、
貴社が処分業者の場合は、運搬に関する部
分は非表示または半透明表示です。
　事前に打合せた内容と違いがないか確認
してください。
　種類と数量については、清水建設で入力
しています。変更はできません。事前打合
せは十分に行ってください。
　運搬契約の場合は、単価と単位を変更す
ることができます。
　単位を「台」に変更した場合は、台あた
りの単価と台数を入力してください。

3-7

　<委託契約一覧>の検索画面が表示される
ので「検索条件」の契約種別は「個別」、
契約情報は「依頼中」にVチェックして「検
索」ボタンをクリックしてください。

3-8

　清水建設から貴社に対して新規に契約を
依頼した一覧が表示されています。
　契約単位は「運搬経路」です。くくりと
してＮ０表示しています。
　Ｎ０１は一つの運搬経路に対して、収集
運搬と処分の契約が1つずつです。
　ＮＯ２は1つの運搬経路に対して、収集運
搬は２つ、契約と処分契約は1つです。これ
は積替保管を経由するケースです。当シス
テムでは積替保管は最大4施設まで契約可能
です。区間の項目の数字は運搬区間の順を
示しています。
　口座名称は清水建設のどの支店のとの工
事からの依頼かを示しています。
　依頼中の隣の□にVチェックして、「委託
契約登録」ボタンをクリックしてくださ
い。なお、Bで始まる数字をクリックしても
契約内容は表示されますが入力は出来ませ
ん。

新Kanたす　３．委託契約管理（個別）
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　処分契約は単価と単位を変更することが
出来ます。
　単位はｍ３とｔとＬを選択できます。
性状と処分方法について、該当するものにV
チェックをつけて下さい。
　処理能力を入力して下さい。最終処分場
の残存容量は、最下段の「自由記入項目」
に入力してください。

※入力にあたっての注意事項
①ひとつの品目に処分方法が複数ある場合
　は、代表的なものを選択してください。
　全て標記する場合は自由記入項目にその
　他の処分方法を入力してください。
②同一の処分方法（同一の破砕機）で複数
　品目の廃棄物を処理する場合、最も数量
　の多い廃棄物に処理能力を入力し、他の
　品目の処理能力欄は「0」と入力してくだ
　さい。そして、自由記入項目に「Ｂの破
　砕の処理能力はＡの破砕の処理能力に含
　む」（例示１）、又は「処理能力0は処理
　能力未記入を意味する」（例示２）と入
　力してください。
③ひとつの品目で処分方法もひとつで、処
　理能力は複数ある場合は合算して入力し
　てください。

3-11

3-12

６．丙からの再生（委託）先の入力
　貴社が、中間処理施設の場合は中間処理
後の（丙からの）再生（委託）先までの情
報を入力してください(貴社が運搬業者の場
合、入力はできません)。
ただし、業者基本情報に入力済みの情報は
自動表示されます。毎回入力するのは手間
がかかるので「業者基本情報」での登録を
推奨します。又、契約書本書に「別紙によ
る」と記載して『別紙』を添付していただ
いても結構です。
最下段の「自由記入項目」欄は再委託先に
限った事項ではなく、自由に情報を入力し
てください(貴社が最終処分場の場合、残存
容量はここに記入してください。)

新Kanたす　３．委託契約管理（個別）
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７．契約情報の保存
　当システムは、60 分間何もしないと、節
電対策のため自動ログアウトします。
　その場合、それまで入力した内容も消去
されてしまいます。作業を途中で中断する、
席を立つ場合は「保存」ボタンをクリック
してください。

3-14

８．契約情報の申請
　契約に必要な情報が全て入力されると、
右上に「申請」ボタンが表示されますので
クリックしてください。
　貴社に契約を依頼した作業所を管轄する
支店の安全環境部に対して申請がされま
す。

3-15

　貴社が契約情報を申請したので、「契約
情報」が依頼中から申請中に変わりまし
た。

　なお、「作業所台帳」は個別契約では使
用しません。クリックしても何も表示され
ません。

新Kanたす　３．委託契約管理（個別）
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９．清水建設への承認依頼メール
　貴社が申請を行うと、当システムは清水
建設支店安全環境部と作業所担当者に対し
て契約の承認依頼メールを発信します。

　承認・否認は支店安全環境部が行います。

　作業所ではメール受信後、システムで内
容を確認し問題がなければ何もしません。
内容に問題がある場合は支店安全環境部に
連絡します。

3-17

10．委託契約書の印刷
　申請後、Ａ又はＢの場合、申請中の隣の
□をVチェックして①、<委託契約書印刷>
ボタンを押して委託契約書を印刷してくだ
さい。②
Ａ．支店安全環境部又は作業所から印刷の
　　依頼を受けた
Ｂ．支店安全環境部又は作業所に確認し印
　　刷の承諾をもらった

　「印紙代」ボタンをクリックすると「印
紙代一覧」が表示されますので、参考にし
て下さい。

3-18

　個別契約書は原則Ａ３で印刷設定されて
います。委託品目が多くて1枚で納まらない
場合はＡ４複数頁での印刷となります。
・荷姿は、排出事業者（清水建設）で○を
　つけます。ただし、作業所等と事前打合
　せで明確化されていれば、貴社で○をつ
　けられても結構です。
・「合計予定数量」の注意事項
〔左側〕
　運搬費の単位が”台”の予定数量の合計を出力
しています。”台”が無い場合は出力しません。
〔右側〕
　処分予定数量の合計を出力しています。複数
の単位が選択されている場合は出力しません。

　内容を確認し、代表社印を押印して下さ
い。さらに、必要金額の印紙を貼付し、割
印を押して下さい。
　各支店のルールにより、作業所若しく
は、安全環境部へ提出してください。

新Kanたす　３．委託契約管理（個別）
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3-19

※ポップアップブロックの外し方
・委託契約書を印刷しようとするとポップ
アップブロック設定により印刷されない
場合があります。
・ここではＯＳがウインドウズ７、ＩＥ(イ
ンターネットエクスプローラー)が８の場
合のポップアップブロックの解除につい
て説明します。
・ＩＥの｢ツール｣をクリックします。①
　続いて｢インターネットオプション｣をク
リックします。②

3-20

・「プライバシー」をクリックします。
・「ポップアップブロック」をチェック
　③「設定」ボタンをクリック
　　「許可するWebサイトのアドレス　　
　　（Ｗ）」に下記ＵＲＬを追加します。
　　  https://kantas.shimz.co.jp/

・「セキュリティ」をクリックします。
④「信頼済みサイト」を選択
⑤「サイト」ボタンをクリック
下記アドレスを追加して [閉じる ]
https://kantas.shimz.co.jp/
⑥「レベルのカスタマイズ」をクリックしま
す。一覧の中の「ダウンロード」の「設定」3
件をすべて「有効」とします。

・ＩＥを再起動する（全てのＩＥのウィン
ドウを閉じて、開きなおす）。

3-21
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3-22

11．委託契約の承認を確認する
左図は、４つの運搬経路が全て承認され
た契約状況を示しています。
検索ボックスの<契約状況>を「承認済」
のみにVチェックし表示します。
検索ボックスの<契約状況>の設定は次の
通りです。
・依頼中：清水建設から貴社に対して、契約情

報の入力を依頼している状態。
・申請可：貴社が必要項目を入力し、清水建設

に対して申請可能な状態。
・申請中：貴社が清水建設に対して情報を申請

中。(清水建設側で作業中のため、貴
社はデータ変更できません)。

・確認済：通常の個別契約の手続きでは使用し
ません。

・承認済：清水建設が申請された契約情報を承
認し、契約を締結した状態。

3-23

12．委託契約書の印字、保存
<委託契約一覧>の「契約番号」の青字数
字部分をクリックすると左図のような委託
契約情報入力・参照画面が表示されます。
清水建設では、契約書及び関係資料を電
子化し、当システムに保存していますの
で、貴社でダウンロードし、契約書の写し
として１部を印字して保存してください。
「ダウンロード」ボタンをクリックする
とダウンロードされます。

13．清水建設からの差戻し
貴社が清水建設に申請した契約情報に対
して、訂正する必要がある場合は、清水建
設から契約番号、差し戻し理由等が記載さ
れたメールが届きます。

3-24
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3-25

<委託契約情報>から委託契約情報一覧を
表示し、①検索条件に該当する契約番号を
入力し、②「検索」ボタンをクリックして
ください。③

3-26

　<契約状況>が申請中から依頼中に変更さ
れています。
　依頼中の隣の□にVチェックして、「委託
契約登録」ボタンをクリックしてくださ
い。
　委託契約情報の入力画面で、入力した情
報を訂正・加筆し、「申請」(再申請)ボタン
をクリックし、再申請してください。
以降は通常の作業と同様です。
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4-1

第４章　個別契約での委任
「委任」とは、作業所がある特定の登録業
者に対して、運搬経路情報の登録を作業所
に代わって入力してもらい、その業者 ( 委任
業者 ) から委託予定業者に対して情報登録依
頼をしてもらう方法のことです。
委任業者は当システムに登録されている

「第 1 収集運搬業者」、「処分業者」又は第三
者（当システム登録業者）から作業所が選
択します。

4-2

１．契約情報の登録委任
　委任業者は作業所に代わって、各委託業
者に対して委任契約の依頼を行います。
　委任業者は依頼した全ての契約の情報を
登録し、それを自己確認することもできま
す。
　委任業者は複数の契約書を取りまとめ、
清水建設にまとめて申請・提出することも
できます。

※運搬経路委任はデータの入力の委任であ
　り、実際の契約の締結は各社の契約書本
　書の押印をもって成立します。

4-3

２．委任個別契約の流れ
　左図は委任個別契約の業務の流れです。
　清水建設から委任を受けた業者は<委任運
搬経路情報>と<委託契約情報>のメニュー
を相互に利用し、委託契約情報と契約書を
取りまとめていきます。

新Kanたす　４．委託契約管理（個別契約での委任）
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4-4

３．清水建設からの委任個別契約の依頼
　清水建設から「委託契約情報入力依頼」
メールが届きます。メールだけでは、「委任
依頼」であることは分かりません。よって、
委任契約の場合は作業所と事前によく打合
せをしておいてください。

　貴社に委任の依頼がある場合はメニュー
< 委任運搬経路情報 > をクリックし、検索
条件を「個別」「依頼中」にして検索すると、
「状況」が個別委任中、「契約委任業者」に
貴社が表示された運搬経路名称が表示され
ます。
「運搬経路名称」をクリックしてください。

　なお、委任は一つの運搬経路ごとに行わ
れます。

4-5

４．運搬経路情報の入力と依頼
運搬経路情報入力・参照画面となります
ので、本契約で予定する収集運搬業者と処
分業者を「業者検索」ボタンをクリックし
て入力してください。

4-6

　「業者検索」ボタンをクリックすると
「業者検索ダイアログ」が表示されます。①
　左の画面は「業者選択」で「予定業者検
索」を選んで検索した結果の表示例です。
　初期表示は、清水建設の作業所で計画し
た業者のリストが一覧表示されます。リス
トに表示されない場合は、作業所で計画し
た業者がいないことを意味します。
　又、業者の選択は、委任された段階で貴
社に委ねられておりますので、必ずしも予
定業者を選択する必要はありません。
　「業者選択」の「マスタ検索」ボタンを
選ぶと、当システムに登録されている全て
の業者が検索対象になります。
　「業者名」の欄に業者名を入力して「検
索」ボタンをクリックしてください。当該
業者が表示されます。
　選択する業者名をクリックします。②

新Kanたす　４．委託契約管理（個別契約での委任）
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4-9

５．委託契約情報の登録
貴社がメニュー<委任運搬経路情報>で委
託契約登録依頼を行うと、貴社が依頼した
委託業者のメニュー<委託契約情報>の一覧
画面に、<状況>は個別委任中、<契約状況>
は依頼中で委託契約情報の登録が可能な状
態となります。
委託契約情報の入力は、原則、依頼した
会社Ａ社に行ってもらいます。自社に依頼
した場合は、自社の分を入力してください。
なお、貴社が依頼したＡ社の契約情報
も、貴社で入力することが可能です。その
場合は、依頼中の左隣の□にVチェックをつ
けて、①「委託契約登録」ボタンをクリッ
クしてください。②
左図は貴社「○○株式会社」が依頼会社
「▲▲株式会社」の委託契約登録をする場
合の画面です。

4-7

　選択した業者が表示されます。
　当該業者の搬出元許可番号と搬出先許可
番号を選択してください。
　許可番号は間違いのないように選択して
ください。

　同様に処分業者も選択してください。

4-8

　収集運搬業者と処分業者の設定を完了
し、「副産物種類表示」をクリックすると
設定業者の許可範囲内の副産物種類の一覧
表が表示されます。①
　委託する副産物種類の□にvチェックを付
けて、排出量、単位、運搬費、運搬単価、
処分費を入力してください。□のvチェック
は必ず付けてください。②
先頭行の□にvチェックを付けると全種類に
vチェックがつきます。
　副産物予定排出量の入力が完了したら、
「委託契約登録」ボタンをクリックしてく
ださい。これにより、貴社が作業所に代
わって収集運搬業者と処分業者に委託契約
情報の登録を依頼したことになります。③
※委任での依頼の場合、依頼先にメールは
　発信されませんので、必要な場合は、適
　宜貴社から連絡してください。
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4-10

６．委託契約情報の申請 ( 委任 )
委託契約情報を入力したら、｢申請」ボタ
ンをクリックしてください。
この場合の申請は委任業者に対する申請
となります。清水建設に対する申請ではあ
りません。
貴社が委任業者の場合は、貴社が貴社に
申請することになります。

4-11

７．委任契約の確認
メニュー<委任運搬経路情報>の画面で契
約種別の「個別」、契約状況の「申請中」
にVチェックをして ｢検索｣ボタンをクリック
してください。①②③
一覧に依頼業者から申請された委託契約
情報が表示されます。
申請中の左隣の□にVチェックをして
 ｢確認/差戻し｣ボタンをクリックしてくだ
さい。④⑤

4-12

委託契約情報入力画面に移りますので、
申請内容（登録内容）に問題がなければ
「確認」ボタンをクリックしてくださ
い。①
そして、「戻る」ボタンをクリックして
ください。②

新Kanたす　４．委託契約管理（個別契約での委任）
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4-13

　「戻る」ボタンをクリックして最初に移っ
た画面では検索条件の < 契約状況 > が「申
請中」のままなので、当該データは表示さ
れません。『検索結果がありませんでした。』
と表示されます。

　よって、< 契約状況 > を「確認済」にし
て検索してください。①、②
貴社が確認した契約データが表示されます。

　なお、１つの契約が「確認済」になると
同運搬経路全ての契約のデータ修正が出来
なくなります。修正する場合は、支店に差
し戻しを依頼してください。

4-14

８．委託契約書を印刷する。
メニュー〈委託契約情報〉をクリックし、
画面①～③の手順で検索すると貴社が確認し
た契約データの一覧が表示されます。

印刷が可能な状況(「第３章10」参照)に
なったら委託契約書を印刷してください。④
⑤

委任業者としての貴社は、委託した全ての
契約について印刷が可能です。

契約書を取りまとめ、各支店のルールによ
り、作業所若しくは、支店安全環境部へ提出
してください。

4-15

９．清水建設の承認
契約書と契約情報の内容に問題がなけれ
ば、支店安全環境部が承認します。
メニュー<委任運搬経路情報>の一覧では
支店が承認した場合、「契約状況」は「承
認済」に表示されます。
承認済だけを検索したい場合は、「契約
状況」の「承認済」にVチェックをしてくだ
さい。

承認済の段階で契約が締結されたことに
なります。
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5-1

第５章　電子マニフェスト管理（ＰＣ）
当システムトはＰＣと携帯、スマート
フォンに対応しています。
本章ではＰＣでの電子マニフェストの運
用方法について説明します。
収集運搬業者については、当システムは
ＪＷＮＥＴとＥＤＩ連携しています。よっ
て、事前にＪＷＮＥＴ-ＥＤＩ連携の登録の
必要があります。
新規の場合(未登録の場合)は、貴社から清
水建設に申込みをいただいてから登録手続
きに約１ｹ月要します。
携帯電話とスマートフォンには別途「携
帯ガイダンス」をご参照下さい。
なお、タブレット・ⅰPadは、PC扱いな
ので、携帯電話の機能はありません。
包括契約の注意事項については、別途
『包括契約ガイダンス』を参照願います。

5-2

１．電子マニフェスト運用のフロー
左図は電子マニフェストの標準的な運用
を示したものです。
貴社が当システムでマニフェスト情報を
入力すると、清水建設の作業所で内容を確
認して承認します。
そのデータがＪＷＮＥＴに登録され電子
マニフェストが発行されたことになりま
す。
貴社が収集運搬業者の場合は当システム
で運搬終了報告を行ってください。
処分終了報告はＪＷＮＥＴの画面で直接
実施してください。

5-3

２．電子マニフェエストの予約
ここでは、あらかじめ分かる項目を入力
しておく予約について説明します。
予約の段階で確定していない情報は、入
力しなくても結構です。
メニュー<マニフェスト管理>の、〈予約
一覧〉をクリックします。
検索条件を各種設定して｢検索｣ボタンを
クリックします。
貴社が予約したマニフェストの一覧が表
示されます。(画面例では１件です)
新たに予約する場合は、｢予約追加｣をク
リックします。予約マニフェスト情報の詳
細情報入力画面に移ります。
過去データの予約もできます。必要に応
じて使用してください。
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　該当する作業所を検索し、設定します。
諸口子工事の場合は、口座枝番号まで入力
してください。
　必要事項 ( 橙色の部分 )、その他の項目を
入力したら、「登録」ボタンをクリックして
下さい。
　車両番号、ドライバー情報はリスト ( 貴社
が業者情報で登録 ) から選択可能です。リス
トに無い場合は手入力に V チェックして、
手入力してください。
　「工事種別」が新築建築の場合は、「原単
位対象」はＶチェックがついています。
「合積み」は包括契約を対象としたもので個
別契約では関係ありません。予約の段階で
合積であるかわからない場合は、Ｖチェック
は付けないでください。( 間違い防止のた
め )。同様に「運搬形態」も包括契約を対象
としたものです。

5-5

３．一括予約
　複数のマニフェスト予約を最大９９件一
括予約登録することができます。
「一括登録」のボックスに件数を入れて
登録してください。
初期表示は「１」です。

5-6

４．予約一覧からマニフェスト登録

貴社がマニフェスト予約をしたデータの
一覧は、検索条件を設定して「検索」ボタ
ンをクリックすると左図のように表示され
ます。
「識別番号」をクリックするとマニフェ
スト詳細情報入力画面に移ります。
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5-7

　予約で入力していなかった項目 ( 例えば車
両番号、ドライバー氏名等 ) を入力して「登
録」ボタンをクリックしてください。
　清水建設に対して、マニフェスト承認が
依頼されます。

5-8

５．マニフェスト作成
電子マニフェスト情報を予約しないで、
登録する方法を説明します。
メニュー<マニフェスト一覧>で「検索」
ボタンをクリックし、「マニフェスト追
加」ボタンをクリックします。①②③

5-9

　予約と同様に必要事項を入力して<登録>
ボタンをクリックしてください。諸口子工
事の場合は、口座枝番号まで入力してくだ
さい。

　清水建設に対して、マニフェスト承認が
依頼されます。(依頼は清水建設の作業所担
当者にメール送信)

　複数のマニフェストを最大９９件連続し
て登録することが出来ます。
　発行枚数に３枚と入力して２枚まで登録
を完了して「戻る」ボタンをクリックする
と、２枚の電子マニフェスト情報が登録さ
れたことになります。

新Kanたす　５．電子マニフェスト管理（PC）

32



5-10

６．清水建設のマニフェスト承認
　貴社が登録したマニフェスト情報は清水
建設の作業所担当者が承認します。
　清水建設側の作業所メニューの<マニフェ
スト承認>画面では、各作業所ごとに承認す
べき電子マニフェストのリストが表示され
ており、作業所では承認するマニフェスト
にVチェックをつけ「承認画面へ」ボタンを
クリックします。

5-11

清水建設担当者は作業所メニューのマニ
フェスト情報の詳細画面で「引渡し担当
者」を選択して、「承認」ボタンをクリッ
クします。
これで、正式にＪＷＮＥＴに対して電子
マニフェスト情報が登録されたことになり
ます。

※清水建設の承認期限は「排出日」から３
　日後までです。
　承認期限までに清水建設が承認しない
場合、再度、承認依頼メールが発信され
ます。
　同時に貴社からも、該当する清水建設
作業所担当者に対して、催促の連絡等を
行ってください。

5-12

７．運搬終了報告
　運搬業者は当システムで「運搬終了報
告」をすることができます。
　メニュー<運搬終了報告>画面で検索条件
の<状態>を「未報告」にして、報告したい
「排出日」を設定して「検索」ボタンをク
リックしてください。①②
「排出日」の初期表示は当日です。
　貴社が情報入力し、清水建設が承認し
て、運搬終了報告が未報告のマニフェスト
の一覧が表示されます(選択した排出日を対
象として)。
　運搬終了報告するマニフェストを選択し
てVチェックをつけ、「報告画面へ」ボタン
をクリックします。③
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　「運搬終了日」を選択 ( 入力 ) して、「報告」
ボタンをクリックしてください。①②
　ＪＷＮＥＴに報告するか再度案内されま
すので、確認の上、よければ「ＯＫ」ボタ
ンをクリックしてください。これで正式に
ＪＷＮＥＴに運搬終了報告されたことにな
ります。
　「戻る」ボタンをクリックすると一覧画面
に戻ります。
　「一括報告機能」を利用すると、一覧画面
に戻らずに続けて報告することができます。
一括報告でも「運搬終了日」は都度、選択 ( 入
力 ) してください。

5-15

９．マニフェスト照会
メニュー<マニフェスト照会>では、マニ
フェトの内容の抜粋と、各マニフェストの
状態がどの段階にあるのかリスト表示しま
す。
各種の期限が切れている場合は、薄赤
バック表示で「状態」にその旨表示されま
す。
照会画面は閲覧する機能だけです。入
力・登録・変更・削除はできません。

5-14

８．処分終了報告
　処分終了報告はＪＷＮＥＴの画面にて
行ってください。

　方法は通常のＪＷＮＥＴ処分終了報告と
同じです。

新Kanたす　５．電子マニフェスト管理（PC）

34



5-16

10．電子マニフェストの変更・削除
左表は電子マニフェストの変更・削除の
標準的な役割分担を示したものです。
原則として、マニフェスト情報入力をさ
れる収集運搬業者が変更・削除の作業を行
います。
< マニフェスト照会 > で変更・削除しよ
うとするマニフェストの状態を確認し、作
業を進めてください。
清水建設作業所と処分業者は収集運搬業
者が変更・削除した内容について承認 ( 又は
否認 ) します。
処分業者は処分終了報告と同様、ＪＷＮＥ
Ｔの画面で承認します。

5-18

マニフェストの詳細情報の入力画面が表
示されます。
貴社が変更できるのは「排出日時」、「廃
棄物種類」、「排出量」、「荷姿」です。変更
するデータを入力（選択）し、< 登録 > ボ
タンをクリックして下さい。車両番号、ド
ライバー、引渡し担当者は、貴社が運搬終
了報告を取り消すと清水建設作業所で変更
が可能です。①
削除する場合は「削除」ボタンをクリッ
クして下さい。②
清水建設作業所で変更・削除した場合は、
貴社が承認することになります。
その場合は、メニュー < マニフェスト変
更承認 > から該当マニフェストデータの変
更・削除の承認を行ってください。
※処分業者はＪＷＮＥＴで承認を行って
下さい。

5-17

11．変更・削除方法
< マニフェスト一覧 > の画面で変更する
マニフェストデータの「識別番号」をク
リックします。
※当システムとＪＷＮＥＴとはＥＤＩ　
　データ連携しており、どちらかのシス
　テムで操作を行えば、一定時間経過後、
　もう一方に自動的に反映されます。双
　方で同時に処理をした場合、エラーが
　発生する場合があります。
　当システムでマニフェストを変更・削
除した場合はＪＷＮＥＴで変更・削除を
行わないでください。
　又、ＪＷＮＥＴで変更・削除を行った場
合は、当システムでマニフェストを変更・
削除をしないでください。
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11-2.マニフェスト修正・削除の制約
　「確定情報」状態と４月14日を超えた前
年度の電子マニフェストはシステムで修
正・削除は出来なくなります。
　「確定情報」(全条件を満たす)
　●運搬終了、処分終了、最終処分終了の
　　すべての報告が行われている。
　●マニフェスト情報登録日より180日経過
　　している。
　●修正または取消の要請状態ではない。
　●最終更新日より10日以上経過。
　修正・削除する場合は各都道府県担当部
署と協議しますので、清水建設支店安全環
境部に連絡してください。
　よって、正確かつ確実な電子マニフェス
ト管理を行う必要があります。

5-20

12．お知らせメール　他
　状況に応じて、清水建設ユーザー、処分
業者ユーザーに承認依頼メールが発信され
ます。左は清水建設ユーザーに対するメー
ルのリストです。
※処分終了報告まで完了したマニフェスト
の変更・削除は、処分業者によるＪＷＮ
ＥＴ画面での承認が必要です。処分業者
がＪＷＮＥＴで承認するまでは、「承認
依頼中」の状態になり清水建設作業所、
収集運搬業者とも何もできなくなりま
す。
※承認は依頼してから１０日間以内に行わ
ないと元の状態に戻りますので、処分業
者とよく連携をとって行ってください。
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第６章　マニフェスト管理 ( 紙 )
紙マニフェスト情報は、原則、排出事業
者である清水建設作業所で入力します。
ただし、当システムでは委託業者も紙マ
二フェスト伝票の情報を入力することがで
きます。
清水建設作業所から入力の協力依頼が
あった場合は、臨機応変に対応願います。

6-2

　メニュー<紙マニフェスト入力>から、入
力する紙マニフェストの条件を検索しま
す。①②

　新規に入力する場合は｢先頭行に追加｣ボ
タンをクリックします。③
下部に入力欄が表示されます。

6-3

　必要事項を入力し、｢登録｣ボタンをク
リックしてください。①②
登録はマニフェスト１件ずつ行ってくださ
い。
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１枚の紙マニフェストについて「修正」「削
除」「複製」ボタンを押すと、１枚単位毎に
修正・削除・複製ができます。

6-5

　紙マニフェスト情報は一括複写入力する
ことができます。

・一括複写する件数を入力します(最大99件
　まで可能)。①
　複写したいマニフェストの「複写」ボタ
　ンをクリックします。②
・左図下のリストが表示されます。
※マニフェスト番号は同じものは登録でき
　ませんので、それぞれの番号を入力して
　登録してください。③④
・「取消」ボタンをクリックするとリスト
　から消えます。
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